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再生紙を使用しています

２・３面：三田市の緊急対策

６面：特集 おうちじかん

主な記事

広報紙は ( 公社 ) 三田市シルバー人材センターが全戸
配布しています。配布に関する問い合わせは右記まで。三田市シルバー人材センター　０１２０-２３７５１９

公益社団法人  ( 平日９時～ 17 時 30 分 )

人口と世帯の動き － 5 月１日現在－
(  ) 内は前月比

人口 　111,356 人  男  54,004 人  女 57,352 人  世帯数 46,659 世帯
前月比  ( 62 人増 )  　( 56 人増 )    ( 6 人増 )        　  ( 116 世帯増 )

｢ ユニバーサル ｣ 広報｢ ユニバーサル ｣ 広報

くらしの情報をお届け！
音声・動画【手話・字幕】で

20 秘 8-011 他

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による市民や民間事業所の皆さんの経済的負担を軽減するため、７月検針分
からの水道料金を４カ月間免除します。問い合わせ＝水道お客さまセンター ( 559-5157 FAX 559-6031 )

◎免除の内容：水道料金を全額免除　
　※下水道使用料、給水装置工事にかかる臨時用水道
　　料金は免除対象外
◎免除の実施期間：４カ月間 　
　■ 奇数月検針の契約者の場合　７月・  ９月検針分
　■ 偶数月検針の契約者の場合　８月・10 月検針分
◎留意事項：
　①水道料金は２カ月分ごとの請求です。　

水道料金
の免除

新型コロナウイルス
感 染 症 緊 急 対 策 三田を守るため、全力で取り組みます

＊ 5月 15 日号の内容は全て 5月 7日時点の情報です

　4 月 27 日時点で三田市に住民登録されている人に、一人当たり 10 万円を給付します。申請と給付は、住民登録
上の世帯単位で行います。申請方法は、①オンライン申請と②郵送申請があります。郵便局や金融機関などの協力
を得ながら一日も早く給付できるよう全力を挙げて取り組んでいますので、皆さんのご理解をお願いします。
申請・問い合わせ＝〒 669-1595 三輪 2-1-1 市民課特別定額給付金担当 ( 559-5096 FAX 559-5114 )

申請は
 ８月 14 日まで 

　②水道契約者による免除申請は不要です。
　③ ｢ 水道使用水量等のお知らせ ( 検針票 )｣ には、免除
　　前の料金が表示されていますが、請求は下水道使用
　　料のみです。
　④納付書払いの場合は、下水道使用料のみの納付書を送
　　付します。
　⑤令和 2 年 7 月 1 日～ 10 月 31 日検針分が対象です。

◀ 市ホーム
ページ

　感染の拡大防止と一日も早い収束に向けて、
｢ ふるさと納税 ｣ の使い道に ｢ 新型コロナウイ
ルス感染症対策 ｣ を追加し、寄附を募集します。

― 市長メッセージ ―
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　この度、国や県の緊急事態宣言に合わせて、
５月 31 日まで ｢ 三田市非常事態宣言 ｣ を延長
させていただきました。
　これまで、市民の皆さんには極力外出を控え
ていただくとともに、事業者の皆さんには休業
や営業短縮に努めていただいてきたことに深
く感謝申し上げます。
　これからの日々は、私たちにとって、新型コ
ロナウイルス感染症の終息に向けての ｢ 大切
な時 ｣ であり、｢ 大きな試練の時 ｣ です。市民
の皆さんには引き続きご不便やご負担をおか
けしますが、これまでの取り組みを無駄にする
ことなく、一人一人のさらなる努力を積み重ね
ていただきたくお願い申し上げます。
　三田市は、市民を守るため、地域を守るため、
国や県の緊急対策と連携を図るとともに、市独
自の緊急対策を適宜適切に実施してまいりま
す。そして、一人一人の ｢ 大切な命 ｣ を守るた
め、医療崩壊を防ぐために、外出自粛・休業等
をしっかりと進めていただくとともに、日常生
活を支える地域経済が崩壊しないように市民
みんなで応援していきたいと
思います。
　三田市民のさらなるご理解、
ご協力を心よりお願い申し上
げます。

三田市長　森　哲 男

◎マイナンバーカードを活用したオンライン申請
　申請受付開始日：５月 1 日 ( 金 ) ～
　給付金の振込開始日：５月 11 日 ( 月 ) から順次
　　　　　　　　　　  振り込み
　※オンライン申請の利用環境は右記
　　二次元コードでご確認ください。

◀ 市ホーム
ページ

特別定額
給付金

ふるさと納税
で支援

◎郵送での申請
　申請書の発送開始日：５月 12 日 ( 火 ) ～
　※所定事項を記入の上、返送してください。

　給付金の振込開始日：５月 18 日 ( 月 ) から順次振り込み

市独自施策

[　募集期間　]　
　５月７日 (木 )～７月31日 ( 金 )　※延長の可能性あり

[　寄附金の活用例　]　
①感染症拡大防止対策
　◎福祉施設・学校などへのマスクや消毒液など衛生用品の配備など
②地域産業への支援
　◎経営に多大な影響を受けている事業者などへの支援
　◎収束後を見据えた市内経済の活性化など
③市民生活への支援
　◎高齢者や三田の未来を担う子どもたちなどへの支援
　◎まちに元気を呼び起こす取り組みなど
[　具体的な仕組み　]　
　( １ ) 寄附の方法
　◎専用サイト ｢ ふるさとチョイス ｣ の三田市のページ
　◎専用申込書 ( 市ホームページからダウンロード可
　　または希望者には郵送可 )
　※市民からの寄附も受け付けます。
　※専用サイトからの寄附の受付は、2,000 円以上になります。
　( ２ ) 寄附金は税額控除の対象となります。
　( ３ ) 返礼品はありません。受領証明書とお礼状を送付します。

申し込み・問い合わせ＝〒 669-1595 三輪 2-1-1 まちのブランド観光課 ( 559-
5065 FAX 559-5024 e メール machibrand@city.sanda.lg.jp  )

◀ 市ホーム
ページ

※ ｢ お礼の品不要の
寄附をする ｣ からお
申し込みください。

◀ ふるさと
チョイス

　※いずれの申請方法においても、振込完了後には、明細
　　を記入した ｢ 交付決定書 ｣ を送付します。


